
「花粉の少ない森づくり運動－企業の森」協定締結 

 

 

 東京都と（財）東京都農林水産振興財団は、「花粉の

少ない森づくり運動」の一環として、法人参加の森づく

り「企業の森」事業を展開しています。 

  ３月７日に第３号となる「武蔵野水道・時坂の森」

の協定締結式を武蔵野市水道部、対象地の森林所有者、

(財)東京都農林水産振興財団の３者で行いました。 

 武蔵野市水道部では、花粉発生源対策、水源林の保全

のため森林整備費を負担。今後は、市民の環境教育の場

としても活用していきます。 

 ３月１８日には、第４号となる「企業の森・黒田電気（青梅）」の協定締結式を黒田電気

株式会社、対象地の森林所有者、(財)東京都農林水産振興財団にて行いました。黒田電気株

式会社では、環境保全活動に取り組んでおり、そのひとつとして、企業の森に参画しました。

今後は、対象となる森林で社員の環境教育の場として活用をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３号「武蔵野水道・時坂の森」      第４号「企業の森・黒田電気（青梅）」 

【問い合せ先】 

 □ (財)東京都農林水産振興財団 森の事業課 花粉の少ない森づくり運動 
    担当：立田、藤岡  ＴＥＬ０４２－５２８－０５６４ 
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